
 

会員の皆様へ：年会費支払い方法について 

 
年会費のご請求につきましては 2011年度より、毎年 6月頃に封書（自動引落を

お手続きいただいている会員にはお葉書で引落日を通知）で送付しております。 

 

2015（平成 27）年度におきましても同様に 6 月頃に封書にて支払い方法詳細と

請求書等を送付いたします。 

なお、会員サービス向上の一環として年会費の支払い方法は、郵便振込・銀行

口座引落に加え更にコンビニ決済も可能となっております。 

 

会費納入に際しましては、代議員選挙の選挙権被選挙権にも大きく関わってま

いります。ご高配賜りますよう何卒よろしくお願いいたします。 
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